
R２　地域こん談会まとめ

番号 自治会名 要望事項 要望事項（文書回答）の回答内容 回答者 取組状況 取組状況の説明事項

1
吉川町
自治会

農道の舗装等について
   現在、土道である農道をアスファルト
舗装していただきたい。
片側は、農地であるが、一方は水路と
なっており、くぼみや傾斜があり、雨の後
はぬかるみとなって決して安全な道とは
言えない現状です。
   地域住民や近隣地域の利用者にとっ
て、安全・安心して利用できるよう整備し
ていただきたい。

   農道につきましては、地元土地改良区や農家組合等
で管理いただいているところであり、ご要望のアスファ
ルト舗装につきましても、地元でご対応いただきたく存じ
ます。
　なお、本農道につきましては、現在、南桑中学校の通
学路には指定されておりませんが、指定する場合は、
水路への転落の恐れもありますので、水路の蓋掛けか
転落防止柵設置などが前提条件となると思われます。

産業観光部
長

⑥その他   文書回答のとおりです。

2
吉川町
自治会

市道に横断歩道表示をしてほしい

   横断歩道等の交通規制関係施設の設置について
は、京都府公安委員会の所管となります。亀岡警察署
交通課に確認しましたところ、交通事故の発生状況等
のデータ分析、交通量、横断歩行者数、現場の立地環
境（既存横断歩道からの距離、横断歩道の設置に係る
歩道だまりの確保、横断歩道の設置箇所前後の見通し
の良し悪し等）、また周辺住民の皆さんとの協議や調整
等を踏まえ、設置の可否を判断されると聞いておりま
す。
   交通規制関係施設に関しては、本年度の府民協働
型インフラ保全事業の募集期間が終了していますが、
亀岡警察署交通課に相談後、要望書等を提出して頂け
れば対応して頂けると聞いており、本市としても実施さ
れるよう強く働きかけてまいりたいと考えております。
   今後についても、地域住民の皆さん、亀岡警察署等
の関係機関との協議・調整を図りながら、効果的かつ実
施可能な交通安全対策を行っていきたいと考えており
ます。
   また、本市では日常生活の中で決められた速度や交
通ルールを守り、安全走行（セーフティドライブ）に努め
るドライバーを交通安全ボランティアとして募集し、交通
安全の緩やかなネットワークを広げることで、交通事故
「０」を目指す市民参加型の『かめおか「セーフティドライ
ブ」プロジェクト』を実施しており、今後も周知や啓発を
積極的に行い、交通安全対策を進めてまいります。

総務部長 ⑥その他   文書回答のとおりです
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3
吉川町
自治会

農道の舗装等について
　農道と市道との交差点の表示をしてい
ただき、農道からの進入者が市道から確
認できるなど、安全を確保できるよう措
置を講じていただきたい。

  交差点マークの表示については、通常、市道との交差
点に設置しており、農道との交差点には設置しておりま
せん。
   当該箇所については、市道吉川住宅線との交差点で
もあり、現在表示されている交差点マークが薄くなって
いるため、塗り替えを行います。

まちづくり推
進部事業担

当部長
①実施

  令和3年1月に、交差点マークおよび視線誘導標を設置し
ました。

4
吉川町
自治会

案内表示板の設置について
   高架下の側壁面に案内表示をお願い
したい

   亀岡警察署交通課に確認しましたところ、交通規制
に関する一方通行等の規制標識の設置については、京
都府公安委員会の管轄となります。現状では、一方通
行や車両進入禁止の標識、また道路面には進行方向
を示す矢印も標示されており、さらなる規制に関する標
示等については、困難ではないかと伺っておりますので
御理解いただきますようお願いします。

総務部長 ➄困難   文書回答のとおりです

5
吉川町
自治会

水路及び通路の改修について
　現在、生活・農業用水路として使用して
いる水路の改修とともに、並行している
生活・農道を車両が通行できる通路とし
て改修をお願いしたい。
　水路は側壁や法面が壊れて、土砂が
堆積し毎年、地元で泥上げしているが、
すぐに泥が堆積してしまう。また、一方の
進入路がせまく、Uターン及び救急車の
進入も困難な場所となっている。
　水路改修及びグレーチング等して、通
行できるような道に改修していただきた
い。

   農道につきましては、地元土地改良区や農家組合等
で管理いただいているところであり、ご要望の道路改修
につきましても、地元でご対応いただきたく存じます。

産業観光部
長

⑥その他   文書回答のとおりです。


